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「新型コロナに対する公正な医療アクセスを 

すべての人に！」連絡会 

新型コロナウイルス感染症関連製品への知的財産権免除で「連帯」の精神の具現化を 

WTO 一般理事会に向けた日本政府への要望書 

２月 23 日～24 日の二日間、世界貿易機関（WTO）の一般理事会が開催され、ここ数年に渡って議論されてき

た「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）関連製品の知的財産権の一部・一時免除」（以下、「TRIPS 免除

提案」とする。）も重要な議題の一つとなります。私たちは日本の市民社会の立場から、日本政府に対して、改めて、 
WTO 加盟国のうち 64 か国が共同提案し、過半数の国が支持している同提案を同理事会において明確に支持する

ことを要望いたします。また、日本政府には、COVID-19 にかかる医薬品の公平なアクセスについてご努力を頂いてい

るところですが、この取り組みの範囲を拡大し、医薬品特許プール（MPP）や COVID-19 関連技術アクセスプール

（C-TAP）の積極活用や、途上国におけるワクチン・医薬品の製造能力強化による世界全体でのパンデミック予防・

対策・対応（PPR）体制の確立に積極的に参画して頂くことを要望いたします。理由は以下の通りです。 

1. 「TRIPS 免除提案」支持で WTO の合意形成を前へ

2021 年 11 月に南アフリカ共和国で始めて検出された新変異株「オミクロン株」は 12 月以降、瞬く間に世界を席巻

し、現在、世界はこれまで以上に大きな感染の波に覆われています。これは、迅速に開発されたワクチンや検査・治療

ツールについて、知的財産権保護を活用した独占や「ワクチン国家主義」などにより、世界全体で公平なアクセスを実

現することができず、その結果、より感染力の強い変異株が出現したものです。現時点でも、高所得国と低所得国の

間にはワクチンで 5.5 倍1、検査で 77 倍2の開きがあります。この格差を埋めるには、知的財産権の一部・一時免除と

積極的な技術移転により、世界の公衆衛生上のニーズに沿った供給を可能にすることが不可欠です。「誰もが安全に

ならない限り、誰も安全でない」という警句を踏まえ、日本政府が TRIPS 免除提案を支持し、WTO における合意形

成を前に進めていただくよう、お願いいたします。

2. ワクチンのみならず COVID-19 関連製品全般を対象に

WTO 一般理事会に向けて、非公式に様々な提案が出されています。免除の対象をワクチンに限るとか、特定の地域

のみを対象に免除する、もしくは特定の国を免除の対象から外すといった提案です。しかし、COVID-19 の被害は全

世界に及んでおり、特に、東欧、中南米、中東などの上位中所得国の多くは、人口当たりの死亡率が他の地域よりも

高く、世界でも最も COVID-19 のインパクトを大きく受けている状況です。また、オミクロン株は既存のワクチンの効果が

これまでの COVID-19 株に比べて限定的であり、ワクチンのみならず、予防、検査、治療の各種手段を組み合わせて

対応することが必要です。世界全体を例外なく危機に陥れている COVID-19 に対しては、製品や地域等を限定する

のでなく、ユニバーサルな形で取り組む必要があります。市民社会として、地域や製品を限定しない、普遍的な

「TRIPS 免除」を求めます。 

3. より幅広い方法で公平な医薬品アクセスを

日本政府が、COVID-19 にかかる公平な医薬品アクセスの実現のため、ACT アクセラレーター、特にそのワクチン・パ
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ートナーシップである COVAX への支援や、現地でワクチンを必要な人に届ける「ラスト・ワン・マイル支援」に尽力してい

ることは承知しています。私たちは、これに加えて、世界保健機関（WHO）が進める「mRNA ワクチン技術移転ハブ」

構想や「COVID-19 技術アクセス・プール」（C-TAP）などと協調したアジア・アフリカ・ラテンアメリカ各地におけるワクチ

ン・医薬品の製造能力強化の支援や、アフリカ連合のワクチン・イニシアティブである AVATT（アフリカ・ワクチン調達・

接種タスクチーム）への支援、また、今後日本で開発される COVID-19 にかかる治療薬・医薬品の「医薬品特許プ

ール」（MPP）や上記 C-TAP とのライセンス契約の促進など、より幅の広い方法で、世界における公平な医薬品アク

セスの実現に取り組むことを提案します。

先日、国連開発計画（UNDP）の人間開発報告室（Office of Human Development Report）が発表した

「人新世における人間の安全保障への新たな脅威：より大きな連帯の必要性」報告書（New Threats to 

Human Security in the Anthropocene: Demanding Greater Solidarity）では、現代の健康・気候・紛

争・科学技術・その他の脅威を克服して人間の安全保障を実現するには、これまでの「保護」「エンパワーメント」に加え、

「連帯」（solidarity）が必要であり、その決め手となるのは「行為主体性」（Agency）であると喝破しました。この

報告書は、日本政府のサポートの下で策定されたものです。COVID-19 の脅威を克服し、今後のパンデミックへの備

えと対応を確実にし、持続可能な新たなパラダイムを確立するには、日本政府をはじめとする高所得国が、その行為主

体性を発揮し、TRIPS 免除の実現と積極的な技術移転という形で、「連帯」を具体的な政策として実現することが必

要だと考えます。WTO 一般理事会に向けて、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの実現に強い政治的意思を持ち、国際

社会をリードしてきた日本政府のご高慮を求めるものです。 
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（特活）アジア太平洋資料センター（PARC） 共同代表 内田聖子  
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「新型コロナに対する公正な医療アクセスをすべての人に！」連絡会は、COVID-19 パンデミック下において、途上

国・新興国への新規医薬品・新規技術の公正・平等なアクセスをグローバルに保障していくことを目的に政策提言を

行う市民社会団体の連絡会として設立されました。連絡先は以下の通りです。  

連絡会事務局 （特活）アフリカ日本協議会（担当：稲場雅紀、廣内かおり） 
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